
１．概要

期日 2026年 4月 3日（金）， 6日(月)， 8日（水）

受付時間 下記「２．」参照 ※受付後の所要時間は約１～2時間

受付場所 大学７号館２階 エントランス

健診項目
学部４年（含卒業延期），大学院2・３年 ： 身長，体重，血圧，胸部Ｘ線，内科診察，視力，尿（糖・潜血・蛋白）

学部２・３年 ： 身長，体重，血圧，胸部Ｘ線，内科診察

準備物

①学生証

②着脱しやすい服装と靴

③眼鏡またはコンタクトレンズ（普段使用している方のみ）

④（学部４年・卒業延期者・大学院のみ）尿検査容器

・トイレ（７号館1～2F）に検尿容器があるので、受付前に尿を採取してください。

・月経中の方は採尿せず、尿検査提出場所にて申し出てください。後日指定日にご提出いただきます。

２．受付時間

★裏面も重要事項が記載されているので、必ずお読みください。
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３．問診票回答方法

・必ず大学のアカウントでログインしてください。
・URL：https://forms.gle/AMw2unAweyk8LjfY6

3/4（水）12:00 ～ 健診日前日までに必ずご回答ください。（要事前回答！）

■指定日時に受診できない方は、上記日程内のうち自身と同じ性別の時間帯に受診してください。（奇数偶数は問いません）

受付にて必ず自身の学年を伝えてください。

■受付時間は厳守してください。

2026年度 定期健康診断のお知らせ
学部２・３・４年
卒業延期者

院前後期２・３年

学年 2年 4年，卒業延期者 3年，大学院

日付

受付時間
4/3（金） 4/6（月） 4/8（水）

9:00 - 9:30

女

学籍番号いずれも可

女

学籍番号いずれも可

女

学籍番号いずれも可

9:30 - 10:00 学籍番号末尾

奇数
学籍番号末尾

奇数
学籍番号末尾

奇数
10:00 - 10:30

10:30 - 11:00 学籍番号末尾

偶数
学籍番号末尾

偶数
学籍番号末尾

偶数
11:00 - 11:30

11:30 - 13:00 × × ×

13:00 - 13:30

男

学籍番号末尾

奇数

男

学籍番号末尾

奇数

男

学籍番号末尾

奇数13:30 - 14:00

14:00 - 14:30 学籍番号末尾

偶数
学籍番号末尾

偶数
学籍番号末尾

偶数
14:30 - 15:00

Q

R

コ
ー
ド

https://forms.gle/AMw2unAweyk8LjfY6


４．注意事項・詳細

武蔵大学 学生支援センター 大学保健室

開室時間 ： 平日9:00-16:40 （※4月 3～8日は、健診業務のためメール対応のみ。）
Eメール ： hoken@musashi.ac.jp
電話番号 ： 03-5984-3726
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服装について

・上半身の下着類は更衣室で脱いでください。（移動時に羽織るものは着用可）
・ボタン・カップ・レースのついた下着は脱いでください。
・ネックレス・長く垂れたデザインのイヤリングやピアスは外してください。
・肩より長い髪は束ねてください。
・妊娠中・妊娠の可能性のある人は、検査前に検査技師に伝えてください。

荷物について

・荷物置き場はないので、盗難に注意し貴重品は自己管理してください。

結果について

・結果は3Sにて表示されます（5月中旬頃）。確認可能になり次第、3Sに掲示します。
・結果に異常がある場合は、大学保健室よりメールで連絡しますので、必ずご確認ください。

健康診断証明書について

・健康診断未受診の場合、健康診断証明書を発行できません。
・健康診断証明書は、就活やアルバイト等で求められる場合があります。
・発行開始の目途は５月中旬です。発行可能になり次第、3S・大学ウェブサイトでお知らせします。

予備日について

・5月中旬の予定です。詳細は決定次第、3S・大学ウェブサイトに掲示いたします。
・学内で健診を受診しなかった方は、該当項目を医療機関で受診し、結果を保健室にご提出ください。（自費）

大学院生

・大学院生で、勤務先の定期健康診断にて指定項目を満たす場合は、その結果（写し）の提出をもって代替可能です。
この場合、大学発行の健康診断証明書は発行できません。（発行希望の場合は健診結果の原本を提出すること）

その他

・身体的な理由等で健康診断受診について相談がある場合は、事前に大学保健室までご連絡ください。

健康診断は、学校教育法及び学校保健安全法に基づき実施されます。武蔵大学学則第52条にも定められており、学生の義
務として自分の健康状態を把握するためにも、必ず1年に1度受けてください。
取得した健康情報は、武蔵学園の個人情報保護指針を遵守した上で、健康管理上の資料として、また健康診断証明書を発行
する目的等で使用いたします。

5．本健診の目的と取扱いについて


